
」 「 」 」ライン 及び 福祉サービス内容評価基準ガイドライン 等について

（雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を

発出したところであり、都道府県においては、関係部局と連携して、

一層の事業推進をお願いしたい。

⑦ 被措置児童等虐待の防止について

改正児童福祉法により、本年４月から、児童虐待防止法が対応して

いない施設職員等による虐待に対応することをはじめとして、社会的

養護に関する質を確保し、子どもの権利擁護を図るという観点から、

下記のような事項が規定された。

・被措置児童等虐待の定義

・被措置児童等虐待に関する通告等

・通告を受けた場合に都道府県等が講ずべき措置

・被措置児童等の権利擁護に関して都道府県児童福祉審議会の関与

本年１月に開催された全国児童福祉主管課長会議において、家庭福

祉課よりガイドライン（案）を示したところであるが、子どもの福祉

を守るという観点から、被措置児童等の権利が侵害されている場合や

生命や健康、生活が損なわれるような事態が予測される場合等には、

、 。 、被措置児童等を保護し 適切な養育環境の確保をお願いしたい また

不適切な事業運営や施設運営が行われている場合には、事業者や施設

、 。を監督する立場から 児童福祉法に基づき適切な対応をお願いしたい

さらに、被措置児童等虐待の防止について、関係機関との連携体制の

整備や周知を図られるようお願いしたい。

(３）社会福祉施設等の防災対策について

① 社会福祉施設等の防災対策への取組

社会福祉施設等は、自力避難が困難な者が多数入所する施設である

ことから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努め

るよう、管内社会福祉施設等に指導をお願いするとともに、指導監査

等にあたっては、特に重点的な指導をお願いしたい。

ア 火災発生の未然防止

イ 火災発生時の早期通報・連絡

ウ 初期消化対策

エ 夜間防火管理体制

オ 避難対策

カ 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保

キ 各種の補償保険制度の活用
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とりわけ、消防法施行令の一部を改正する政令（平成19年政令第17

9号）が平成21年4月に施行されることに伴い、乳児院等について、ス

プリンクラー設備については延べ面積２７５㎡以上に、自動火災報知

設備及び消防機関へ通報する火災報知設備については規模に関わらず

に設置が義務づけられることとなることから（既存施設については、

平成24年3月までの経過措置あり 、次世代育成支援対策施設整備交。）

付金を積極的に活用して、整備を進められたい。

また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがある

として指定されている地域等に所在している社会福祉施設等において

は、

ア 施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設へ

の周知

イ 施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立

ウ 入所者の外出等の状況の常時把握及び避難並びに避難後の円滑な

援護

エ 消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施

設の構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、

避難後の円滑な援護等を行うための協力体制の確保 等

社会福祉施設等の防災対策に万全を期していただくようお願いしたい。

《参考》

・ 社会福祉施設における防火安全対策の強化について （昭和62年9「 」

月18日社施第107号）

・ 社会福祉施設における防災対策の再点検等について （平成10年「 」

8月31日社施第2153号）

・ 災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について （平成11「 」

年1月29日社援第212号）

・ 認知症高齢者グループホーム等における防火安全体制の徹底等に「

ついて （平成18年1月10日雇児総発第0110001号、社援基発第0110」

001号、障企発第0110001号、老計発第0110001号）

② 児童福祉施設等の耐震化対策の推進

ア 児童福祉施設等の耐震化については 「建築物の耐震改修の促進、

に関する法律」に基づき、管内社会福祉法人等に対し必要な指導等

、 、が行われているところであるが 平成１８年に同法が一部改正され

都道府県市が策定する「耐震改修促進計画」により、社会福祉施設

を含む公共建築物等については、速やかに耐震診断を実施し、その
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結果等の公表に努めることが必要となっているところである。

これらを踏まえ、旧建築基準法に基づき建設された施設の耐震診

断及び耐震化を優先的に実施するとともに、新耐震基準で建築され

た施設についても必要に応じて耐震診断を実施するなど、その安全

性を確認するために必要な対応を行うよう、管内市町村、社会福祉

法人等に対して指導をお願いしたい。

昨年実施した児童福祉施設等の耐震化に関する状況調査をみる

と、児童福祉施設等の耐震診断実施率は３６．１％、耐震化率は

６１．４％に留まっていることから、各都道府県市においては、こ

の取組状況を踏まえ、管内の市町村に対し、情報提供を行い、児童

福祉施設等へ入所・利用する児童等の安全確保の観点から、耐震診

断の未実施施設については、早急に診断を実施するとともに、要改

修と診断された施設は、耐震化のための整備を適切に行うよう、管

内市町村、社会福祉法人等に対して指導をお願いしたい （関連資。

料１７（115頁 ））

なお、これらの事業の実施にあたっては 「社会福祉施設等に関、

する耐震診断及び耐震改修の実施について（通知 （平成18年2月）」

15日社援基発第0215001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画

課長、老健局計画課長連名通知）で通知しているところであるが、

各都道府県市の建築指導担当部局と連携の上、国土交通省の「住宅

・建築物耐震改修等事業（平成２１年度については 「住宅・建築、

物安全ストック形成事業 」の積極的な活用をお願いしたい。」）

イ 社会福祉施設等の老朽化に伴う改築整備については、老朽化が著

しく災害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上、万

全を期し難い社会福祉施設については、国庫補助や交付金の交付に

当たって優先的に採択してきたところである。

また、土砂災害等により被害のおそれがあると都道府県等におい

て指定された地すべり防止危険か所等危険区域に所在する社会福祉

施設についても、施設入所者、利用者の安全確保を図る観点から当

該区域外への移転整備を促進するため、国庫補助や交付金の交付に

当たって優先的に採択してきたところである。

これらの取り扱いについては、その事業の重要性に鑑み、平成２

１年度においても引き続き継続することとしているので、各都道府

、 、 。県市におかれては これらの施設について 速やかに対応願いたい
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③ 被災施設の早期復旧

社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては 「社会福祉施設、

等災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成17年3月24日付雇

用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づ

き、災害発生後速やかに報告をお願いするとともに、早期原状回復に

努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。

④ 大規模災害への対応

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの

防災対策では十分な対応が困難であることから、関係機関との十分な

連携及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、民生部局

においても積極的に参画をお願いしたい。

なお、社会福祉施設等は地域の防災拠点として、また、災害救助法

に基づく「福祉避難所」としての役割を有していることから、今後も

震災時等における緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に

行っていただくようお願いしたい。

（４）社会福祉施設等におけるアスベスト対策について

① 吹付けアスベスト等使用実態調査について

社会福祉施設等におけるアスベスト（石綿）対策については、従来

より適切な対応をお願いしてきたところであるが、一般的に使用され

ていないとされていたトレモライト等のアスベストが建築物の吹付け

材から検出されたことが判明したことを受け、平成20年5月9日付け通

知により「アスベスト使用実態調査」を実施し、この調査結果を平成

20年9月に公表したところである。

当該調査結果において、未回答、分析依頼中及び未措置状態にある

施設が相当数存在することから、現在 「フォローアップ調査」を実、

施しているところであるが、未回答及び分析依頼中の施設等について

は、保有状況を明らかにしたうえで、状況に応じて適切に対応するよ

う指導するとともに、未措置状態にある施設等については、直ちにア

スベストの除去、封じ込め、囲い込みを行うなど、法令等に基づき適

切な措置を講じるよう引き続き指導をお願いしたい。

② 吹付けアスベスト等の除去等について

児童養護施設等の吹付けアスベスト等の除去等に要する費用につい

ては、次世代育成支援対策施設整備交付金の交付対象としており、ま

た、民間保育所等については安心こども基金（仮称）の交付対象とす

、 、ることとしていることから これらの制度等を積極的に活用しながら

この早期処理に努めるよう指導をお願いしたい。
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